
畜産農場へ入る建設業者の皆様へ 

―飼養衛生管理へのご協力のお願い－ 
 

 

 

 

 

 

《農場へ病原体を入れないために！》 

家畜の伝染病の侵入・まん延を防ぐため、 

以下のことについてご協力をお願いします。 

１．一日の作業計画を調整してください。 

 原則一日一軒の農場での作業となるよう配慮してください。 

２．訪問先で十分な消毒ができるように、準備してください。 

 消毒薬噴霧器が先方の農場で使えるよう依頼しましょう 

 農場に乗り入れる車はタイヤを消毒するとともに、 

運転席のフロアマット・ペダル類も消毒するよう努めてください。 

 農場の衛生管理区域専用の衣服及び靴を使って作業しましょう。 

 家畜のいる所に出入りする際には、靴や手指の洗浄・消毒を 

行ってください。 

 作業終了後は、車両や運転席や携行品の洗浄・消毒をしてください。 

 

 ご質問・お気付きの点がございましたら、ご連絡ください 
 

 畜産課          TEL 027-226-3111  FAX 027-223-3095 

 中部家畜保健衛生所     TEL 027-261-0314  FAX 027-263-3002 

 西部家畜保健衛生所     TEL 027-362-2261  FAX 027-362-2260 

 吾妻家畜保健衛生所     TEL 0279-75-2240  FAX 0279-75-6391 

 利根沼田家畜保健衛生所 TEL  0278-24-3888  FAX 0278-24-3889 

 東部家畜保健衛生所     TEL  0276-45-2041  FAX 0276-45-9994 

 

現在、県内で豚の病気が発生しています。 

業者の皆様にも家畜の伝染病の農場への侵入・まん延を防ぐため、 

農場の飼養衛生管理にご協力をお願いします。 

「豚流行性下痢（PED）を疑う事例」が確認されています。 

皆様には、資材等の運送の際の防疫措置の再確認をお願いします。 

 

  


